
卒業の認定に関する方針について 

 

常磐会短期大学では、卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施しています。 

 

（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

【卒業の認定に関する方針の具体的な内容】 

○本学の卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）の具体的内容は下記の通りであり、『学生便

覧』・『履修要覧』・入試ガイド・ウェブサイト等において、広く教職員・学生・社会に公表している。 

 

 《常磐会短期大学ディプロマ・ポリシー》 

本学の教育方針に基づき、本学の定める授業科目及び所定の単位数を修得し、次のような資質を備

えた学生に対して、卒業を認定し短期大学士の学位を授与します。 

１．社会生活に必要な知識を身につけ、理解している。 

２．自己・他者・社会への関心を持ち、教養を備えた人間として、生涯を通じて学び続ける姿勢と、 

社会・環境に働きかける意欲を持つ。 

３．自ら、あるいは他者との協同の上で設定した課題について、学問領域の研究方法を用いて、 

分析し考察することができる。 

４．体得した技術・技能を用いて、口頭あるいは文章によって論理的に表現することができる。 

５．人権感覚を身につけ、自らの義務を着実に果たし、知識や能力を活かして、社会に貢献できる。 

 

【卒業の認定に関する方針の適切な実施状況】 

○本学の卒業の認定に関する方針は、下記の要件と卒業判定の手続に則って実施している。 

①「学則」（第 3 章 教育課程及び履修方法、第 4 章 課程修了の認定、別表第１-１ 教育課程）に

おける規程（『学生便覧』掲載）。 

②「学位規程」に定める規程（『学生便覧』掲載）。 

③上記に基づく卒業要件を示した表と学科目配当表（『履修要覧』掲載） 

④卒業認定準備会（教務部） 

３月初旬に教務部長が招集し、教学課作成の「認定会議資料（案）」及び「修得単位認定資料（案）」

について、教務部教員と教学課事務職員が事前確認を行う。 

⑤卒業認定教授会（全専任教員） 

卒業認定準備会を経て、「認定会議資料」「修得単位認定資料」について、全専任教員で構成される

教授会で審議する。「認定会議資料」は「入学者数・退学者数・除籍者数・在籍者数・卒業認定保留

者数・卒業延期者数」をクラス及び入学年度毎に確認した後、「卒業者数」を確認する。「修得単位

認定資料」は、卒業年次を迎える全学生について、学生毎に修得単位種別、修得単位数が記載され、

各学生が卒業要件を満たしているか否かを個別に確認する。 

 

これらの審議を経て、各学生の卒業及び修得単位の認定を判定する。また、この際、幼稚園教諭二種免

許状取得の可否、指定保育士養成施設における必要単位の取得を認定する。この認定にあたっては、科

目等履修生に対する単位認定も併せて実施する。 
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